
2009 年度チューター募集

（チューター制度について）
１．チューター制度の目的
  　 入学した外国人留学生が、日本での学生生活に早くとけこみ、
 学習と研究の効果向上を目的としています。
２．チューターの仕事
  　 個別の相談相手として、入学当初は日常生活に関する助言・
 協力が中心となります。次第に、学習・研究へと支援が移行
 していきます。
３．期間
  　  2009 年 4 月～ 2009 年 9月まで、60 時間（月平均 10 時間）
 ＊可能であれば、2010 年 3月までお願いします。
４．謝金
  　  ７９２円（時給）　×　６０時間　＝　４７，５２０円

公共政策学教育部又は、法学政治学研究科に所属する外国人
留学生のチューターを募集しています。

所属は問いません。
学部生、留学生でもチューターになることができます。

興味のある方は、第二本部棟 6Ｆ(616) 
国際交流担当までご連絡ください。
pryugaku@pp.u-tokyo.ac.jp

公共政策学教育部　国際交流担当 　小川　琴子
pryugaku@pp.u-tokyo.ac.jp            03-5841-0220

じつは、ひとが好き。


